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（開会 午後 6 時） 

 

（事務局） 

○本日はお忙しい中ご出席いただき誠に

ありがとうございます。ただいまより、

平成１９年度第２回福島町自立プラン推

進委員会を開催いたします。 

 最初に委員長より挨拶をお願いします。 

 

（委員長） 

○本日はお忙しい中、ありがとうござい

ます。平成 19 年度第 2 回目の推進会議

です。９月に私の呼びかけでふるさと応

援基金については懇談会形式でお話しま

したが、今日は町長も出席していますの 

 

 

でもう少し議論を深めていきたいと考え

ています。大筋では大体議論はされては

いますが、やはり次年度の問題、それか

ら今後の細かな点について、本委員会で

きちんと整理していく必要があると思い

ます。今日は、報告１件、案件５件、情

報提供１件、合わせて７件を予定してい

ますので皆さんの忌憚のない意見をお願

いします。なお、本日の出席者は１７名

中１１名で会議は成立していますので、

早速会議に入ります。それでは、町長よ

り挨拶をお願いします。 

 

（町長） 

○皆さんこんばんは。お疲れのところ誠

にご苦労さです。そしてありがとうござ
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います。５月２８日に第１回の推進会議

を開催させていただきました。その時に

ふるさと応援基金事業の選考を初年度と

ういう形の中で色々と役場の中で把握し

た経緯がありました。ただやはり、それ

自体も色々と考えるともう１回も、２回

も検討が必要ではないのかとの声もあり

まして、今、委員長がお話したとおり、

基金の利用状況については役場の方でも

各団体等と協議して把握はしますけれど、

できうれば推進委員会の中でこういう形

の中ではどうか、など話し合われたと思

っております。ですから、これらについ

ては案件の中に報告も含めて協議を予定

していますので、皆さんの意見は十分把

握した中でとり進めたいと考えています。

また、５月の時点では平成１８年度の決

算見込みについて報告させていただきま

した。９月定例会の決算委員会も終わり

１８年度の決算認定もいただきました。

これらについても、皆さんに報告させて

いただきます。いずれにしても、今の自

立プランは、皆さんの協力をいただき顕

著に成果がでているわけですが、町の状

況を見るとここ２～３年の間にテレビの

地上デジタルの関係など大きな事業も計

画されております。自立プランを進めな

がらそれらの事業をどのように対応して

いくかということが福島町にとっての大

きな課題になっていると思いますので、

どうぞ忌憚のない意見を出していただい

て行政の中で取り組んで生きたいと思っ

ています。また、今日お集まりいただい

ている委員にも、何人か入っていただい

ております、まちづくり基本条例の委員

会も立ち上げてスタートしています。そ

れらについても、自立プラン、総合開発

計画、或いは町民の方々の参画をどうい

う位置付けをするか大事なことでありま

ので、福島町として住民の皆さんが行政

に発案でき、行政とともに協働のまちづ

くりを進めるという原点が大事だと思っ

ています。どうぞ、本日はよろしくお願

いします。 

 

（委員長） 

○町長、どうもありがとうございました。

それでは、次に会議日程の４、平成１８

年度一般会計の決算について、事務局よ

り説明願います。 

 

（事務局） 

○資料の１ページです。報告１、平成１

８年度一般会計の決算について報告させ

ていただきます。歳入、歳出それぞれ決

算額（Ａ）の欄の合計額で説明します。

最初に歳出の方ですが、計で２９億５千

７百１９万４千円の決算となりました。

この金額を自立プラン計画額（Ｂ）と比

較しますと１億６千百９１万千円少ない

決算額となりました。同じく歳入の計で

す。３０億４千７百２４万５千円で、自

立プラン計画額（Ｂ）と比べて見ますと、

７千百８６万円の減という決算になりま

した。それで、一番下の収支ですけれど

歳入から歳出を引きまして９千５万千円

の繰越金で平成１８年度の決算は終わり

ました。それで、比較の欄にそれぞれの

増減の金額を示していますので参考にし

ていただきたいと思います。また、表の

１番右端に前回、４月３０日時点の見込

みも記載していますので参考に願います。

以上で、説明を終わります。 

 

（委員長） 

○只今の報告に質問ございませんか。 

 

（委員） 

○歳入の１８番繰入金、歳出の９番積立

金と１２番繰出金の科目の意味内容につ
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いて説明願います。 

 

（財務課長） 

○歳入の１８番繰入金ですが、財政調整

基金で予算を組む段階において、歳入歳

出財源不足が生ずれば基金から繰り入れ

すると想定した金額です。また、それと

併せて小笠原実基金や花田俊勝基金も含

まれた金額でございます。それから、歳

出の９番積立金は財政調整金や今お話し

た各基金の預金利息、それと会計法上１

７年度の会計の剰余金の２分の１以上を

積み立てしなければならない規定があり

まして、財政調整基金への積み立てが合

わさっての金額です。１２番の繰出金に

ついては、各特別会計があります。老人

会計、国保会計それと介護保健会計に一

般会計から繰り出さないといけない、事

務費や医療費に係る町の負担分を合わせ

た金額を各会計に支出しているという内

容です。 

 

（委員長） 

○よろしいですか。 

 

（委員） 

○はい。 

 

（委員長） 

○他に、ございませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

（委員長） 

○それでは、次に日程の５、（１）事務事

業の検証について、事務局より説明願い

ます。 

 

（事務局） 

○資料の２ページ。案件１、事務事業の

検証について説明します。【１】の住民や

地域に協力をお願いしいものです。最初

に資料の見方を説明します。表の中断に

Ｈ17 当初予算額とありますが、これが自

立プランを組んだ基本の金額で、例えば

10 番の防災体制の整備事業であれば、平

成 17 年度、この事業につきまして 2 百

67 万 7 千円で予算を見ていましたとい

うことになります。それでＨ19 効果額は

計画と実績に分かれていますが、計画で

は（ ）で 2 百 47 万 2 千円とありまし

て、19 年度は予算を 2 百 47 万 2 千円

の範囲内で実施したいということで、そ

こでその差がマイナス 20 万５千円とな

り、自立プランでは 20 万 5 千円を縮減

する計画となっていました。それで、実

績ということで平成 19 年度の当初予算

は 2 百 6 万千円ですので、効果額は 61

万 6 千円となり、増減は 41 万千円で、

更に縮減額が増えたということになりま

す。検証はＡとういことで、※印で記載

していますとおり、計画の達成はＡ、未

達成はＢとして整理させていただきまし

た。表の見方はこのようなことです。そ

れで戻りまして、【１】の住民や地域に協

力をお願いしいものは６項目ですが、Ａ

の達成は４項目、Ｂの未達成は 2 項目で

す。この内、検証でＢとした項目の内容

について、以降も同じですが簡単に説明

します。最初に、７のバス停管理事業は

福島バス停のトイレを和式から洋式に改

修した工事費、それが 85 万円で、この

分で計画が未達成となったものです。そ

れから、６の墓地公園等の供花・供物の

持ち帰りは、墓地公園管理トイレの給水

槽の取替えによる修繕費が増えたことに

よるＢです。中段に財政効果額として、

平成 19 年度は 8 百 72 万 5 千円の縮減

効果額で計画に比べ 4 百 41 万 6 千円の

効果額の増となったものです。 
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次３にページです。【２】費用対効果の

面で廃止とするもの、16 項目ありまして

Ａの達成が 15 項目、Ｂの未達成が 1 項

目となりました。それで、Ｂは（２）公

共施設、2-2 の吉岡生活改善センターで

これは燃料単価の増によるものです。次

に 4 ページをお願いします。上段の財政

効果額で、これも同じく平成 19 年度は 5

百 6 万 9 千円で計画に比べ 48 万 4 千円

の縮減効果額の増となっています。 

それから、【３】引き続き行政が主体的

で行うもの、全体で 93 項目ありまして

Ａの達成が 80 項目、Ｂの未達成が 13

項目となっています。ア、事務事業の６、

広報紙発行は 8 万 2 千円の増で、これは

各種会議等の結果情報など今まで以上に

町民に周知していくために紙面を増やし

たことによるものです。20 の生きがいデ

イサービス事業は利用予定者の増を見込

んだことで 13 万 9 千円が計画より増え

ています。それから、5 ページで 66、遠

距離通学生輸送業務で、児童・生徒の輸

送に係る分です。学校用務員や町職員に

よる公用車対応が一部できなくなったた

め、委託料が 8 万千円増えたことによる

のです。 

次 6 ページをお願いします。82、青少

年の主張大会です。これは事業費の精査

により 9 千円増えています。 

イの公共施設で 4、福島保育所運営事

業は延長保育等の取り組みにより臨時保

育士賃金が増えたことで 28 万 6 千円が

増えたものです。5、の生活支援ハウス運

営事業は燃料費の高騰により 8 万 4 千円

が増えたものです。14、の横綱記念館管

理運営事業はのぼり、手形台紙で、この

手形台紙は 5 年毎にまとめて印刷してお

りまして今年度がその 5 年目に当たりま

して 64 万 9 千円の増となっています。 

20、町民プール運営事業は燃料費の増

とプールろ過機の修繕によりまして 72

万 2 千円の増となったものです。7 ペー

ジの 21、総合体育館運営事業、これも同

じく燃料費と修繕費の増により百 11 万

9 千円が増となりました。22、のファミ

リースポーツ公園管理事業は芝刈り機の

備品購入と張り芝の管理で百 75 万 2 千

円の増となっています。 

それからウの補助金等ですが、7、町社

会福祉協議会補助金については、百 20

万円増えています。これは、計画では今

年度百 20 万円減額する計画でしたが、

介護報酬の大幅な引き下げにより福祉協

議会の運営が大変厳しくなったこと、そ

れと在宅介護支援センター事業を町から

委託を受けていましたが、これが制度改

正で町直営となり委託が廃止となったこ

とも含め、平成 19 年度は補助を継続す

ることにしたことによるものです。次に、

27、町観光協会補助金は 5 万円の増です

が、これは 19 年度限りの措置で女だけ

の相撲大会に関連して乳房桧の手入れに

要する分でございます。29、の街路灯電

気料金補助金は電気料金の値上げにより

8 万円の増となっています。 

次、8 ページです。エ、の大型建設事

業、64 で丸山団地町営住宅建替事業です。

表は分かりにくいと思いますが、当初の

欄は変更前で（ ）の 2 億 4 百 41 万 9

千円は事業費で、この内の一般財源は 5

千百 46 万 9 千円でした。Ｈ19 効果額

の欄の変更後は自立プラン計画額でして、

事業費は（ ）で 1 億 8 千 6 百 17 万 3

千円に、この内一般財源は 5 千 2 百 90

万 9 千円とするものでしたが、実績では

同じく事業費は 1 億 8 千 4 百 71 万 4

千円、内一般財源は３千３百 41 万 4 千

円で、当初と比べると効果額は 1 千 8 百

5 万 5 千円の縮減となるものです。計画

との増減では 1 千 9 百 49 万 5 千円の効
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果額の増となるものです。縮小すること

での財政効果額は、平成 19 年度は 6 千

3 百 36 万円で計画と比べて 2 千 7 百 2

万 2 千円の増となるものです。 

次に 9 ページで（２）、現状維持の方向

で検討するもの、これは 48 項目です。

61、の道路維持補修事業は、舗装道路の

補修で65万8千円の増となっています。 

10 ページです。85、の図書室運営事業

は臨時職員がおりましてその方の共済費

が算定上増えたことによるものです。 

 イの公共施設です。2-3 の岩部生活改

善センターは先ほど説明した吉岡生活改

善センターと同様に燃料費単価の増によ

るものです。7、の火葬運営事業は火葬炉

の修繕工事が大半でして、これにより３

百 29 万千円が増えたものです。15、の

特産品センター管理運営事業は、先ほど

のバス停と同様に、和式トイレを洋式に

改修したことにより百 73 万円が増えた

ものです。19、の福祉センター運営事業

については、燃料費及び修繕費の増とう

いことで 2 百 13 万 3 千円が増えたもの

です。23、の学校給食センター運営事業

は燃料費の高騰により 60 万 4 千円が増

えたものです。 

 次にウの補助金等では、20、の 21 世

紀北の森づくり推進事業補助金です。こ

れは、民有林の事業量が増えたことによ

る増で、56 万 2 千円が増えるものです。

それで、11 ページにあります、財源に増

減のあるものは、実績では 6 百 42 万千

円で計画に比べまして 4 百 93 万 7 千円

多くなり、これは逆にこの分の縮減効果

額が減少したことになるものです。 

 次に 12 ページです。（3）拡充・推進

の方向で検討するもの、4 項目、これは

すべてＡとういことで、それぞれ自立プ

ランの計画に基づき拡充する内容で予算

を組んでいます。この財源充当ですが実

績ではマイナス 42 万となっていますが、

これは制度改正により一般会計から国保

会計に負担区分が変更等になったことに

とるものです。それから、13 ページです。 

（4）のその他、他会計と連携するもの、

5 項目、これもすべてＡとなっています。

効果額ですけれど、19 年度は百 63 万 8

千円で、計画と同額となっています。 

以上で、説明を終わります。 

 

（委員長） 

○説明が終わりました。何か、質問ござ

いませんか。 

 

（委員） 

○資料の訂正はありませんか。7 ページ

の公共施設の計の金額、2 百 87 万千円

に間違いはありませんか。 

 

（事務局） 

○申し訳、ございません。金額に誤りが

ありました。2 百 87 万千円を 3 百 23

万円に訂正願います。なお、この訂正に

より関連して金額が訂正する箇所はござ

いません。 

 

（委員） 

○他にもあるのであれば、事前に知らせ

てください。 

 

（事務局） 

○15 ページの３、事務事業費等の効果の

補助金（57 項目）欄の検証欄にある、Ａ

→13 をＡ→53 に、Ｂ→12 をＢ→4 に

訂願います。 

 

（委員長） 

○他に何かございませんか。 
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（委員） 

○4 ページの 6 番、広報紙発行は今後も

毎年、増やしていくのですか。 

 

（委員長） 

○どうですか。広報紙のところです。 

 

（総務課長） 

○広報紙については先ほど事務局より説

明のあったように、今年度 8 ページ増や

しましたので基本的には来年度以降もこ

の分については増やす形で持って行きた

いと考えています。 

 

（委員） 

○同じく、7 ページの 7 番、社会福祉協

議会の運営費百 20 万円は継続していく

ことになるのですね。 

 

（町長） 

○これについては、町もつらいところが

あります。先ほどの説明にもありました

が、年々運営も厳しくなって来ている実

情にもあるわけです。これは、現状では

自立プラン当初の計画どおりには行かな

い気がしています。ただ、これより増や

すという考え方はもっていません。やは

り、町としてはここにある百 20 万円が

限度になっていくのではないかと思って

います。そうでなければ、自立プランに

も大きな影響がありますし、今新年度の

予算の取りまとめも始まっていますので、

社会福祉協議会とも十分に詰めながら対

応していきたいと思っています。ですか

ら、今具体的に金額をどのようにするの

かは詰めておりませんので、いくらにな

るとかは申し上げられませんが、今の金

額を限度に検討していくことになると考

えています。 

 

（委員長） 

○よろしいでしょうか。 

 

（委員） 

○6 ページの 14 番、横綱記念館ですが

先ほど 5 年毎の更新（手形台紙の印刷）

とありましたが、それであれば何故、計

画に含めていなのか。その辺を教えてく

ださい。 

 

（商工Ｇ参事） 

○おっしゃるとおり、計画に載せること

ができれば良かったですが、入館者・手

形台紙の購入数の予想がつかず、一応き

ちんとしたものは作っていたんですけれ

ど、売り上げとの関係で足りなくなりま

したので、急きょ作ったものであります。 

 

（委員） 

○売り上げとの関係もあり、つらいとこ

ですね。 

 

（委員長） 

○他に何かありませんか。私のほうから

1 点確認したいところがあります。今回

の検証で燃料費の高騰によるＢが多くな

っていますが、このところはボイラー、

電気のことなので今後もそう変わらない

ような気がします。これをこのまま、達

成できないＢとして良いのかどうか。 

 

（町長） 

○私としては、たとえ検証結果がＢとな

るものがあっても、それが理由がはっき

りしている項目、燃料費の増によること

でありこれは理解してもらえると思って

います。 

 

（委員長） 

○方針そのものがきちんとしていて、今
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後もこれでいくんだということが決まっ

ているのであれば良いのですが。 

 

（事務局） 

○実際には燃料費の高騰があっても、自

立プランの本来の目的である町の財政収

支に大きな影響はでないと思っています

し、皆さんも日常生活の中で燃料費の高

騰の部分については理解されていること

なので、これは今回の説明同様に理由を

示していきたいと考えています。 

 

（委員長） 

○委員会としてその認識でよろしいです

か。 

 

（はいの声あり） 

 

（委員長） 

○はい。それでは、次に行きたいと思い

ます。 

 

（委員） 

○10 ページの 15、特産品センターです

が、トイレの改修は結構なのですが、駐

車場の一定区域にバリケードのようなも

のがありますが、あれは何でしょうか。 

 

（町長） 

○国道側の浄化槽で、乗用車を停めるぶ

んには問題はないのですが、どうかする

と大型ダンプが停まることもあります。

普通車までは良いですけど、大型ダンプ

が浄化槽の蓋の上に停まることまで想定

したものではないので、現状ではその周

りを柵で囲んだり、駐車を規制している

実情にあります。 

 

（副町長） 

○ただ、ゴールデンウィークなどの最盛

期には一時撤去し、夜間には柵を設置す

るなどして対応しています。 

 

（委員） 

○このままというのは･･･観光に来る方

がたくさんいますのでね。何とかならい

のでしょうか。 

 

（町長） 

○誘導する人がいて、小型車や普通車が

来たときに停めさせるのが一番安心なん

ですけど。夜になると結構大きなキャン

ピングカーや色々な車が浄化槽の上に停

まるものですから、一時期板を敷いたよ

うなこともありました。 

 

（委員） 

○蓋は鋳物だから壊れやすいので、厚い

鋼板のようなものを管理業者（浄化槽の）

と相談して敷いたらいいのではないです

か。 

 

（町長） 

○その辺については、検討させて下さい。

前に傷んだ経緯もあるのもですから。 

 

（委員） 

○何か美観上からも思ったものですから。

そうすると、百 73 万円は今年度だけで

すね。次年度はないですね。 

 

（町長） 

○そうです。 

 

（委員） 

○一ついいですか。9 ページの 61、道路

維持補修事業ですけど、現状維持の方向

で検討するものと書いていますよね。道

路の補修ということは、例えば水道が破

裂して道路に穴が開いたりとかしますよ
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ね。道路というのは突発的なことが起き

ますけど、現状維持でいくんですか。 

 

（副町長） 

○平成 18 年度に凍結などで道路がかな

り傷んだ箇所が多くあり、今年度はその

補修分として 65 万 8 千円を増やしたも

のです。 

 

（委員） 

○僕の聞きたいのは現状維持の考えか方

です。 

 

（副町長） 

○現状維持というのはいじらなくてもい

いだろうということで聞いていると思い

ますけど、ここでいう金額はメンテナン

スをやらないということではなく毎年こ

の位の金額はかけているんです。金額的

な現状維持で、物の現状維持ということ

ではありません。穴が開いたものを直さ

ないということではありませんので、そ

の辺はものとお金の違いですので理解願

います。 

 

（委員長） 

○他には。 

 

（委員） 

○6 ページの 83、高齢者学級ですが自前

印刷による減で 16 万 7 千円になったと

いう説明ですが、外注しないでこの額に

なったということですか。 

 

（教育次長） 

○そのとおりです。 

 

（委員） 

○そうであれば他の課でも言えますよね。

であれば、まだまだ他にもあるのではな

いですか。 

 

（総務課長） 

○今のご質問ですが、逆に残っているの

が珍しくて、私の担当で見てみても決算

書は今までは外注に出して印刷していた

んですが、今では厚い 3 部に分けて役場

の印刷機で作っています。今では、外注

で印刷するものがほとんど無くなってい

るのが現状です。 

 

（委員長） 

○他にないですか。 

 

（町長） 

○私からひとつあるんですけど、千円オ

ーバーしていますよね。それはＢの評価

ですよね。どうもこの辺が････。それで

もＢの評価をしないといけないものでし

ょうか。 

 

（委員） 

○この委員会は結論の出た金額のプラス

マイナスを検証していくものです。です

から役場で予算を組むのでそのとおり行

かない場合もあるので、それは構わない

と思います。これに対する検証ですから

理由がはっきりしていれば、これはダメ

だよと私たちは言えないと思いますよ。

ですから、多いとか少ないとではないと

思います。 

 

（委員長） 

○町長、千円であろうと、項目によって

はあり得ることできちんとしていれば良

いと思います。 

 

（町長） 

○分かりました。 
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（委員長） 

○それでは案件の（１）事務事業の検証

については、原案どおり承認してよろい

しでしょうか。 

 

（はいの声あり） 

 

（委員長） 

○はい。それでは案件の（２）各特別対

策の財政効果額の検証について、事務局

より説明願います。 

 

（事務局） 

○資料の 14 ページから 15 ページです。

（２）各特別対策の財政効果額の検証に

ついて説明します。１の歳入の効果、２

の人件費の効果、只今説明した３の事務

事業等の効果、４の第 4 次総合計画の見

直しによる効果、これら 4 つを足したも

のが５の合計の増減でございます。この

平成 19 年度の実績額は 1 億 7 千 2 百

76 万 6 千円で計画に比べて 2 千 8 百

66 万 6 千円の縮減額の増となりました。

また、平成 18 年度、19 年度の 2 ヵ年

では 3 億 5 千 5 百 97 万円で、計画より

2 千 3 百 88 万 4 千円の効果額増となっ

ています。以上、ございます。 

 

（委員長） 

○説明が終わりました。これについて、

何か質問ありませんか。 

 

（なしの声あり） 

 

（委員長） 

○はい。それでは、（２）各特別対策の財

政効果額の検証については、承認するこ

とに決定します。 

 

 

（委員長） 

○それでは、次に（３）自立プラン財政

推計の変更について、事務局より説明願

います。 

 

（事務局） 

○16 ページをお願いします。案件３の自

立プラン財政推計の変更について、説明

します。それで、ここに記載してあると

おり、平成 18 年 10 月 4 日開催の平成

18 年度第 1 回推進委員会で当初の自立

プラン財政推計を一度変更しています。

今回は、さらにこれを基本的には 2 つの

考え方で修正しようとするものです。一

つは、①の平成 18 年度の繰越金 9 千 5

万千円があったこと、それと②の平成 19

年度総合開発計画ローリング等による修

正で、総合開発審議会も経ましてその中

で平成 21 年度までの事業費が変更にな

り、それに伴う一般財源の変更です。そ

れと二つ目が、18 ページになるのですが、

③の主要な一般財源の修正で、ご承知の

とおり国からの交付税、それと町税など

の一般財源が当初に比べかなり増減が大

きくなっていますので、今回はこの収入

の 20 年度、21 年度の 2 ヵ年の主要な

一般財源の収入を修正して、前回の財政

推計を修正しようとするものです。それ

で 16 ページに戻っていただいて、①の

繰越金は特に説明する必要もないと思い

ます、②の平成 19 年度ローリングは、

修正前Ａとある表は昨年 10 月の推進委

員会で提案した時の事業費と財源内訳で

す。それで 17 ページにある修正前Ｂと

いうことで、これが平成 19 年度総合開

発審議会で審議されまして、変更となっ

た事業費と財源内訳です。20 年度の欄で、

事業費は 2 億 3 千 7 百 32 万 5 千円、

その内一般財源が 1 億 7 千 9 百 2 万 9

千円に変わりましたという内容です。以
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下、21 年度も計も同様でございます。そ

れで、増減を表にしています。計の欄で

説明しますと、事業費ベースでは 2 年間

で 2 千 3 百 97 万 3 千円の減になりまし

た。その財源内訳は、国の補助金は 1 千

3 百 15 万 3 千円の減、道の補助金も 2

百4千円の減、その他収入が66万の減、

地方債が5千60万円の減となりますが、

一般財源は逆に 4 千 2 百 44 万４千円増

える変更となっています。それで参考に

◎で平成 19 年度ローリングによる主な

新規事業・変更のあった事業を記載して

います。新規につきましては横綱記念館

からテレビ中継局まで 4 件、変更は火葬

場、吉岡分遣所の 2 件で、内容と事業費

を記載していますので参考に願います。

次に 18 ページです。先ほど説明した主

要な一般財源の修正で１の地方税から

21 の地方債うち臨時財政対策債までそ

れぞれ、修正前というのが現在の計画見

込額、修正後が今回の見直し額となるも

のです。参考に、１の地方税の 20 年度

は修正前は 4 億 7 千 6 百 45 万 5 千円

の収入を見込んでいましたが、修正後は

4億3千5百10万4千円とういことで、

4 千百 35 万千円が当初見込みより減に

なるということです。一番下の合計で、

平成 20 年度で 5 千 5 万 4 千円が増え、

平成 21 年度につきましても同じく 5 千

4 百 15 万 4 千円が増え、2 年間では 1

億 4 百 20 万 8 千円が当初の見込みより

増える見込みの修正であります。それで、

19 ページの【２】の財政推計収支額の推

移ですが、只今、説明した①の繰越金か

ら③の主要な一般財源の修正によりまし

て、そこの表にあるように、当初計画の

財政推計は 3 億 8 千 21 万 6 千円の赤字

を見込んでおりましたが、前回平成 18

年 9 月 1 日修正では赤字がある程度解消

され 1 億 9 千 2 百 88 万 6 千円まで圧

縮される見込みでしたが、今回の修正で

一般財源が増えることで平成 21 年度ま

で赤字を出すことなく財政運営ができる

ところまで改善される見込みとなりまし

た。この具体的な金額は資料の 25 ペー

ジと 26 ページに参考に修正前と修正後

の科目毎の金額を示してありますので参

考に願います。それで、20 ページです。

今、各年度赤字を出さないで財政運営で

きると説明しましたが、【３】基金残高の

推移、これは財政調整基金と減債基金そ

してふるさと応援基金の 3 つですけど、

実際に町ではお金がどのよう形で残って

いくかのかとういのが、そこに示した表

です。❶が昨年修正した時点では、平成

21 年度末で百万円の貯金が残る見込み

でした。それが、今回の平成 19 年 9 月

1 日の修正では平成 21 年度末で 1 億 8

千 3 百 93 万 3 千円の貯金が残る見込み

まで、財政が良くなってきたということ

です。以上、このような推計に平成 20

年度、21 年度を修正したいとの提案です

ので、よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

○財政推計の変更について、質問、意見

ございませんか。 

 

（委員） 

○17 ページにあります新規のテレビ中

継局整備事業、地上デジタル放送ですが、

松前町は福島町からの電波を受けないと

放送できないと思うですが、整備に関し

て松前町と費用の按分などはどのように

なっているのでしょうか。 

 

（事務局） 

○ただいま質問のありましたテレビ中継

局整備事業は新規に計上していますが、

昨年まで 20 年度に福島中継局、21 年度
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に白符中継局を町で建設することで開発

計画に登載していました。今回、福島局

を新規としたのは、民放 5 社より正式に

福島局については、民放の負担で整備す

る、また事業費は 1 億 6 千万円の見込み

であるとの報告を受けてのことでありま

す。それで松前町との関係になりますが、

福島町はまったく負担がない（福島局分）

ことになりますので、お互いの負担割合

は今後、考慮しないこととしております。 

 

（委員長） 

○他にないですか。 

 

（委員長） 

○ないようですので、（３）自立プラン財

政推計の変更については、原案のまま承

認してよろいしでしょうか。 

 

（はいの声あり） 

 

（委員長） 

○はい。それでは、次に（４）の検討課

題項目の検証について、事務局より説明

願います。 

 

（事務局） 

○案件４の検討課題項目の検証について、

説明します。自立プラン本文の中に記述

されております、9 つの検討課題につい

ての町の取り組み状況を説明し、委員の

皆様からご意見をいただくものでありま

す。21 ページから 22 ページに 9 つの

項目を記載しています。それで、今回は

前回より変化のあったものを説明します。

ＮＯ１とＮＯ３は前回と変わりありませ

んので、今回の説明は省略させていただ

きます。まず、2 番の町税につてでござ

います。内容は、収納率を高めるための

方策の検討で、税等の滞納に対し、滞納

処分の他に行政サービスを制限すること

については、従前どおり検討することと

しておりますが、国からの税源移譲、税

制改正の内容も踏まえ、役場全体で取り

組むものとしておりまして、検証は前回

と同じＢの検討中としています。 

 次に 4 番の各種委員会です。委員会の

統合や報酬のあり方などこれまで検討し

てきております。しかし、現在以上の委

員会統合が困難であるとのことから、前

期計画期間内では見直しを行わないこと

といたしまして、このため検証は結論が

でたとしてＡとしています。 

 次の 5 番の大型建設事業です。内容は

テレビ地上波デジタル化による中継局整

備事業でございます。民放の中継局は国

の方針では放送事業者が整備することに

なっています。先ほどの福島局（千軒）

は重要中継局の位置づけから平成 21 年

度に放送事業者が整備することが決まっ

ておりまして、しかし小規模中継局の白

符局は未だ検討中でございます。このこ

とから、開発計画のローリングでは福島

局は事業主体を民放会社として事業費を

1 億 6 千万円に変更しました。このこと

よって、平成 20 年度の一般財源が 5 百

万円不要となるものです。また、白符中

継局は国の補助制度など不明確なため、

計画に変更はありません。検証は前回と

同じく検討中のＢとしています。なお、

白符中継局を整備することにより、町内

の海岸線、岩部から松浦、そして共聴施

設を含め視聴ができることになりますの

で、町にとっても大変重要な施設となる

ものです。 

 次に 22 ページの 6 番、新たな市町村

合併です。合併新法による組み合わせパ

ターンは渡島西部 4 町での合併となって

おりますけれど、前期期間中は合併の検

討は行わないこととして結論付けたいと
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いうことで検証はＡの結論が出たとして

います。特に他の３町につきましても特

段の動きがないという状況にあります。 

 次に７番の学校の統廃合です。検討状

況ですが、吉岡幼稚園は平成１９年度の

廃園に向け関係者と協議を進められてお

り、白符小学校は平成２０年４月より福

島小学校と統合することになっています。

吉岡・福島中学校の統合にいても関係者

と協議を進めているところで、検証は検

討中のＢとしております。 

 次に８番の財政推計の見直しです。平

成１８年度決算による繰越金や総合開発

計画の平成１９年度ローリングによる修

正や財政状況を反映させた財政推計とす

べく見なおしを行いました。内容につい

ては、先ほど説明したとおりです。検証

は検討中のＢとしています。 

 次に９番の青函トンネル償却資産です。

青函トンネルの償却資産の固定資産税の

国よる減額措置の撤廃に向けた要請活動

です。課税特例の撤廃に向けて青森県の

外ヶ浜町とともに連携して要望活動をし

てきましたが、平成１８年度で地方税法

附則による２分の１の特例はさらに５年

間延長されることとなりました。このこ

とから、この度知内町、木古内町関係す

る両町と共同して国に対して減額された

税を地方交付税制度の中で補てんしてい

ただく算定方法に変更する意見書を連名

で提出しました。今後も、関係者と連携

を取りながら要望・活動をしてまいりた

いと思います。検証は検討中のＢとして

います。以上でございます。 

 

（委員長） 

○ただいまの、説明に対し質問、意見ご

ざいませんか。 

 

 

（委員長） 

○ないようですので、次に進みます。（５）

のふるさと応援基金事業について、事務

局よりお願いします。 

 

（事務局） 

○２３ページの案件５ふるさと応援基金

事業について、説明いたします。まず、

（１）としましてふるさと応援基金事業

の選考経過等についてご説明いたします。

選考経過につきましては、本年３月２６

日開催の平成１８年度第２回委員会でふ

るさと応援基金補助交付要綱（案）を審

議していだきました。そして、原案を一

部修正して補助金交付要綱を決定してご

ざいます。その後、町では要綱に基づき

町内全戸にチラシを配付し事業を募集し

ました。その結果４件の応募があったと

ころであります。本年５月２８日開催し

ました平成１９年度第１回当委員会では

当該応募の事業について審査を行いすべ

ての事業に補助することに決定したとこ

ろでございます。町ではこの決定を受け

まして、平成１９年度第２回定例会で関

連する予算を提出し、当該予算の可決を

待って応募のあった各団体に交付決定を

行い各事業が実施されているところでご

ざいます。次の（２）、次年度以降のふる

さと応援基金事業の選考等につきまして

は、今年度の選考等については只今説明

したとおりでございますけれど、この決

定に至る審議経過の中でふるさと応援基

金事業の基本的な考え方や基金の使い方

に対しまして各員から色々な意見をいた

だいたところでありますので、次年度以

降のふるさと応援基金事業の選考や使い

方について再度、委員の意見を参考にし

したいと考えていますので忌憚のない意

見をお願いするものです。なお、前回委

委員会で出された意見の抜粋を記載して
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いますので参考に願います。また、参考

ですが本日、１０月１５日現在の寄付金

は昨年度からの合計で６百５２万６千３

百５円となっています。以上でございま

す。 

 

（委員長） 

○これについては、９月１９日懇談会形

式で話された経緯もありますのでその辺

のことを深めていきたいと思います。基

金条例そのものと交付要綱は整理されて

いて実際に４件の事業が執行されている

んですが、その後の中身の問題と、私た

ち委員の中にも町の財政状況が一時より

は好転しているのではないかとういこと。

それと、当初この基金を作ったときの理

念、思いそのもの、それからこの基金を

どのように使っていたら良いのか、寄付

者の思いを考慮し、どのような使い方が

町民にとって一番いいのかとう話を懇談

会でしました。その辺のところと実際に

来年運用していくのに具体的にどのよう

な形がいいのかご意見ありましたら詰め

ていきたいと考えるんですがどうでしょ

うか。 

 

（委員） 

○この前の懇談会に９名出席しています

よね。その時に大体意見がまとまってい

ると思うんですけど、その辺を説明して

もらえば、それでよろいしでしょうかと

承認を取れると思うし、町側がそれでは

困るということであれば、それらについ

て討論する形で進めることで私はいいと

思います。 

 

（委員長） 

○９月１９日の懇談会に出席した委員９

名の意見を大体集約すると、平成１９年

度のような基金の使い方はやはりおかし

い・疑問が残るということ、二つ目はで

きるだけ公平に町民のために使うべきで

ある、３つ目としてこの基金は町が本当

に困ったときに活用すべきで無理して使

う必要はないと、それに２０年以降につ

いては出された事業の選考のハードルを

もう少し高くして選考しようとの意見で

あったと思います。この確認はよろしい

でしょうか。さらに懇談会から時間も経

過していますので、委員からさらに意見

の追加なり、またこれを受けて事務局な

り町長から何か考えがあればそのことを

述べていただいて、２０年度以降はどう

するのかということ、具体的にどうやっ

ていくのか、条例と要綱に合致してまた

募集するのかしないのか、するとしたら

でてきたものに関してどのような柱を持

って選考していくのか、要綱には当ては

まっていてもその辺をハードルを高くす

るというのは具体的にはどのような手順

でどのようなシステムが必要なのかそう

いうことも含めてやらないと受ける方も

漠然としている部分をあるので、どうや

って運用していくんだという具体的なこ

とをここで示す必要がるんだろうと思い

ます。また、それがなければもう少し時

間をかけて煮詰めていく必要があるので

はとの気がしていますが、どうでしょう

か。 

 

（委員） 

○今回は生産的な部門での事業が多いよ

うに思っています。実際にふるさと応援

基金条例を見ますと様々な項目がありそ

の中には人材育成もあります。私はこの

部分がもっとあっていいのではと思うん

です。例えば伝承文化について。町はな

かなか予算がないものですから、文化財

の保護に関する予算を年々削られて、当

初から少ないのにゼロなどのところもあ
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ります。町民はこのような制度があると

いうことをあまり知らないと思うんです。

それであれば、われわれ委員がもっとこ

のふるさと応援基金条例なるものを町民

にアピールしていく必要があると思いま

す。このままで行くと、どうも次年度も

産業の部門しかこないような気がするん

です。その辺はどうでしょうか。 

 

（委員長） 

○もっと幅広い基金の使い方ということ

だと思うんですが、前回の懇談会でもそ

の辺の話は出ています。今年１年間は４

項目に補助を決定し、事業を動かしまし

た。どうなんでしょうね。今の意見であ

ればもっと広範囲にＰＲしながらとうこ

とで、分野毎に調べるべきとのことにな

ってくるんでしょうけど。 

 

（委員） 

○ＰＲにもっとお金をかけてもいいと思

います。そんなにかからないと思います。

何か広報の中でも機会あるごとにＰＲし

ていけば色々な分野で利用されるのでは

ないでしょうか。このままでは、どうも

特定の分野だけの利用になってしまう気

がします。 

 

（委員） 

○寄付していただいた方に、平成１９年

度にこのような事業をして頑張っていま

すというような、報告はしていますよね。 

寄付していただいた方が、産業や福祉な

ど区分がありますが自分の望んだ姿で使

われているかアンケートするのはいかが

ですかね。出す側の意見を聞きたいとい

うのもあるのですから。 

 

（委員長） 

○寄付してくれた側の意見ですね。 

（委員） 

○私は町の財政状況も変わってきている

ので、使わないでしまっておきましよう。

基金として残しておきましょうと、私は

そう思います。 

 

（委員長） 

○次年度については凍結しましょうとい

うことですね。 

 

（委員） 

○そういうことです。町長は基金、財政

調整基金を使えるんですよ。財政調整基

金は財政の不足したときの穴埋めに使え

ると書いているんですよ。それで、町長

が予算を付ければいいはずです。そうい

うことだと思いますよ。 

 

（町長） 

○（寄付者は）役場の財政が厳しいから

その穴埋めに使いなさいとか、そのよう

な考えの人はどなたもいないと思ってい

ますし、直接役場で財源が足りないから

これを向けてやってくださいという方は

どなたもいませんでした、まず基本的に

は。それは役場でやらないといけないも

のは一般会計の予算の中で町としてやら

ないといけない。ただ、町内外の方から

この度応援基金をいただいた中で何かし

らこれは福島町の福祉、人材育成またそ

の他の項目もありますけど、特に指定な

しの寄付が７割近くになっています。や

はりこの自立プラン経過からいって、こ

の基金の使い方は町民の方に呼びかけし

て役場の方で取りまとめはやりますけれ

ども、しかしその中で１０出たからみん

などうだとか、そうではなくして町の予

算でやれるものは町でやりましよう。ま

ず、これが基本的な考えです。そして、

何かこれを一つの起爆剤としてやれるも
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のはどうだろうと、そういうような形の

中でこれから皆さんと相談できればと思

っています。 

 

（委員） 

○町長は権限で財政調整基金を使えるの

だから、それはその金で使えばいいであ

って、何がなんでもふるさと応援基金を

使わなくてもいいのではないですか。そ

ういうことでしょう。小笠原基金や花田

基金のように戻ってくる仕組みがきちん

とあれば私はいいと思います。だけど使

いぱっなしという感じがするんですよ。

そうすると自立プランの精神から言って

僕は違ってくるんでなはいかと、寄付は

寄付ですよ。寄付した人の気持ちは大事

にして 

４つの事業に使うことも結構だと思うけ

ど、自立でやれるんだから、町長の予算

権限の中で、それで足りなかったときの

話でしょう。結果的に････。 

 

（町長） 

○行政の中で調べるものは調べますが、

各種団体とか役場で目の届かないところ

など、その団体でやりたいことやそして

何か効果が見込めるとか、団体のプラス

になるとか、町で基金を取り崩してそれ

は一般会計でできることです。ですが、

すべて役場で予算を見るのではなくして、

今自立プランを作ってまでやっている中

で、ですから１９年度は事業募集したと

いうこともそのような経緯があった訳で

す。役場で目の届かない各団体、町内会

に呼びかけして事業あがってきたと。実

際には、今思えば一般会計で予算を組ん

でできたものもあるのではとういのが私

の正直な思いなんです。皆さん方から承

認をいただきましたけれど、応援基金で

なくて一般会計の予算でできる事業もあ

ったのではないかとの思いをしています。

ですから、そのような思いのするものは

一般会計でやればいいのであって、そう

でないものが例えばあったと、何がでて

くるか分かりませんが、そういときにお

いて皆さん方と相談し理解を得てやれる

のであればふるさと応援基金を支消して

も良いのではないかとの考えです。 

 

（事務局） 

○ふるさと応援基金を皆さんから寄付い

ただいて、現在、約６百５０万金額にな

っています。実際には自立プランの検証

委員さんにお集まりいただいていて会議

をしているんですが、前期の期間中にお

いても３億８千万円の赤字がでる部分を

２１年度末には解消される見込みだと先

ほど報告していますけども、実際に自立

プランを進めていく中にあっては、懇談

会で町が本当に困ったときに使おうとの

意見もあったようですが、自立プランは

赤字を出さないように対策を講じて財政

運営をしていくことが前提です。このよ

うなことから、そうそう簡単に赤字のと

きに応援基金を使うというような現象は

でてこないのではないかと思っています。

であれば、折角、町を応援するための条

例、ふるさとを思うという気持ちをくん

で町民のために町のためにという思いを

強くしてそういった事業に基金を充てて

いくべきだろうと考えます。 

 

（委員長） 

○寄付した方には基金の使い道など通知

していますが、現在の財政状況は基金を

作ったときと違ってきています。このよ

うな中で、基金を使わないこともあると

ういことを町の財政状況を含めてきちん

とお知らせしてやることも必要ではない

でしょいうか。 
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（町長） 

○自立プラン推進委員会でそこまですべ

きことではないと思います。 

 

（委員） 

○そこまでは必要ないと思います。私た

ちは最初、２１年度に赤字になる、どう

しようこうしよう、そうしたら応援基金

とうものを作ってみたらどうだろうとい

うことだった。現在の見込みでは２１年

度は黒字になるわけだから、先ほど町長

が話したことも理解しますし、町民、町

のために寄付してくれたものだから町民

の全体が喜ぶようなものに使わないとい

けないと思います。その辺をはき違いの

ないようにしないと。今回の見直しで２

１年度には１億８千万のお金が残るのだ

から、町の財政の中でできるものはやっ

ていって、２０年度は公募しないでこの

ままにしておいて、それでなくても何か

の事業は出てくるわけだから、そのとき

に町長が判断して、これは町のお金はま

ずいなと、何とか応援基金が使えないか

とその時に委員会に提案してくれればい

いことであって、わざわざ何かないかと

募集する必要はないと、私は思います。 

 

（委員） 

○色々と考えてみますと、結局自立プラ

ンの考え方は使わないという方向性だと

思います。再建団体にならないように。

ところがですね、ふるさと応援基金とい

うのは使ってという目的で集めているよ

うな、ですから本来、自立プランで扱う

ような項目ではないような気がします。

寄付してくださる方の気持ちをくめば貯

めておくことは本来あるべきではないよ

うな気がします。自立プランと矛盾した

考えになる。そのこのところをこの場で

きちんとするとういのが一つの方法では

ないでしょうか。どうしても方向が違う

んですよ。 

 

（町長） 

○ふるさと応援基金はそもそも自立プラ

ンに関わってできたものです。自立プラ

ンは一生懸命やりなさい。だけど町でで

きない、必要なことは応援基金なりで、

頑張って元気付けなさい、例えば産業振

興しなさい、福祉の人づくりをしなさい

とかそのような思いがあって私は基金条

例ができて、また多くの人が協力してい

ただいたと思っています。それを、１９

年度と同じような使い方をするんではな

くして、私自身一般会計でできる事業も

あったと思っていますから、やはり基金

を寄付してくれた方が、これは良い使い

方だとか、それであれば良いのでないと

か、そのような使い方をしたいと思って

います。そのためには、行政だけで考え

るのではなく、皆さんと相談して決めて

いきたいと････。 

 

（委員） 

○ですから、１回目のとき４つの応募し

かないとか、そして内容も基金本来の目

的からはずれたようなものもその少ない

４つ入っていたりするわけですよ。です

から、本来山ほど、たくさんよりわける

ほど多くの要望が町民からあって新しい

事業へ手があがるとういのがこの場では

健全な場だと思うんです。スタートがあ

まりにも悪すぎたんですよ。ですから、

応募が少ない、ふさわしくないと、その

中で次はどうするという時に、使わない

で本当に必要なときに貯めておこうとい

う議論がでてくるというのはそういうこ

とだと思います。 
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（町長） 

○そのようなことを十分踏まえた中で、

このような意見のでないような形の中で

私たちは支消する場合があればそのよう

な形の中で進めたいということなんです。

それから、その辺については町でやるべ

きものと基金を充当させてもうらものは、

やはり基金を寄付してくれた方々の意を

十分含んだ中でどのような使い方をする

というのがこれからの町の、皆さんと相

談するうえでの大きな課題だと思ってい

ます。 

 

（委員長） 

○それではどのようにしますか。２０年

度は前回にように募集をしない。そして、

町が窓口になりそのようなものが上がっ

てきたときは、そのことについて私たち

委員会に出されてきたことについてきち

んと審議していくという、今までの議論

踏まえて審議するという。そのような形

でよろしいですね。 

 

（委員） 

○今まで募集して、急に募集しなのは辺

だと思います。応援基金条例なるものを

われわれ委員もきちんと理解していない

状況で町民はなお分からないと思います。

分からない中で、もっとＰＲする必要が

あると思うんです。ですから前回は限ら

れた範囲からの応募しかなかったと思う

んです。 

 

（委員長） 

○ＰＲが不足していた。吸い上げ方がま

ずかったということでね。 

 

（委員） 

○ＰＲが足りなかったということです。 

 

（委員） 

○勉強不足で申し訳ありまんせんけど、

そもそもふるさと応援基金とういものは

町の財政が苦しいから応援してくれとい

うのか、寄付した人が何かのために使っ

てほしいというものなのか、その辺はっ

きりしたものはあるんですか。 

 

（町長） 

○町の将来の財政が厳しいから、行財政

改革を進めるために自立プランを作りま

した。その会議の中で応援基金条例がで

てきたのは、町の自立プランはプランど

おり粛々と進めれば良いことになります。

だけれど、そうでなく、例えば町づくの

活性化だとか産業振興だとか福島町を元

気にするための方策として条例ができた

ことは確かです。 

 

（副町長） 

○今お尋ねの、自立プランとふるさと応

援基金は一緒なのか、別なのかというこ

とだと思うんですが、これは別のもので

す。 

 

（委員） 

○だから応援基金を出した人が町のため

に使ってほしいということなのか、それ

とも町がそのお金で町民のために役立つ

ことに使ってということなのか、それは

分からないですよ。町ではどのように把

握しているのか。町の主体性が少ないか

ら、財政が足りなくなったから使うとい

うことなのか。貯めておくという考え方

もあるんでしょう･･････。 

 

（委員） 

○自立プランを検討する中で、高齢者の

予算や子どもたちの予算を削ってきたわ

けですよ。だからそれであれば何とかし
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なければならないというひとつの思いが

あった訳です。ところが、２１年になれ

ば大きな赤字になるということだから、

応援基金なるものを何とかやってみるか

と始めたものです。だから、改めて広く

募集することではなく、例えば広報に応

援基金とうものがありますよと町民にＰ

Ｒするのは結構なことだけど、慌てて何

も右から左に募集するものはなにものも

ない、そこに困ったときに考えればいい

ことであって、今、町の方から２１年度

には黒字（基金が残っている）になると、

前とは逆の発想だったものだからある程

度町の方でできるものは一般会計でやっ

ていて、どうしても高齢者や子どもの分

は出てくる訳だからその時ここで審議す

ればいいことであって、だから私は毎月

の広報紙に応援基金といのはありますよ

とこれは謳うことは結構で、慌てて募集

をかけることは必要ない。それで結構だ

と思いますよ。出てきたものの中で町の

一般財源でできないものをやっていけば

いい････。 

 

（委員） 

○これからは一般から募集しないといこ

と。募集したら必ずださないといけない

でしょ。 

 

（町長） 

○私としても１９年度の募集を含めてま

ずいところもあったので、２０年度から

はそのようなことのないように対応すう

ようにしますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 

（委員長） 

○ちょっとここで整理したいと思います。

最初は事務方の方で７つとか８つの事業

を、でもそでなく広く町民にＰＲしてと

いうことで１ヶ月以上かけて広報なりチ

ラシを配布して募集をして、そして４つ

の事業が上がってきてこれについて委員

会で審議をしました。そうですね。経過

はこれだけ。それでもって事業を実施し

ていったのが今回のやり方です。ですか

ら、次年度もこのパターンを続けるとい

うこと。例えば、応援基金の存在を明ら

かにして、募集は先ほどいわれたように

きちんとかける。ただ問題なのは、町長

が言っているように出てきたものについ

て町の一般財源でできるのか、そうじゃ

なくて実際に応援基金で運用していく方

がいいのか、この委員会で審議していく

という形がベストなのか。ただ、前回の

懇談会のときは出てきたのについては合

致していればすべて出すということでは

なくて、そこのところは厳格にしてこれ

は町の方でやれるのではないかというこ

とも含めて審議をしようと、無理して使

わないということはそういうことも含め

ての認識とういうことでよろしいですか。 

その辺でまとめてよろしいでしょうか。 

 

（委員） 

○私は前回の懇談会は欠席したんですけ

れど、今、委員長が発言されたとおりで

いいと思います。委員１７名がいて審査

するわけですがやはり審査するというこ

とは難しいですね。正直にいって。寄付

を見てみますと５月から９月までの時点

で町外から２百万円集まっているんです

よ。この結果はすごく大事だと思うんで

すよ。先ほど事務局の方では４つの事業

を報告したとありますけど、その後の結

果はしていないと思うんですよ。という

のは、道新などに記事は載っているんで

すよ。そういう記事というのはコピーと

か作れるかわかりませんけど、その分含

めてふるさと応援基金の使われ方、それ
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から町の評判、そういうものを含めて町

外の方に出すべきだと思います。それに

ついて今回の４件がいいか悪いかは寄付

した方が判断します。そうすると２回目

以降、またひとつ新たな町外のコミュニ

ティの中で私は寄付したよ、あなたはど

うするのといような形が広まっていくと

思うんですよ。そうすると増えるかどう

かわかると思うんですよ。結果が。です

から事業が行われた結果、２回といいま

すか３回目といいますかそういう形で是

非町外の方に送るべきではないでしょう

か。そういうことで、ふるさと応援基金

の捉え方が決まってくると思います。ま

た、その使い方も募集を凍結するという

のはちょっと厳しいのではないかと私は

思います。町長も先ほど言われたように

何でも基金を充当するとう使い方はおか

しいと思います。そして困ったときのた

めにスットクしておくというのも大切な

ことだと思います。寄付した人の中には、

削減、削減で暗くなる一方の中で少しで

も町を明るくしほしい、希望を持たせる、

夢を持たせるという気持ちでだしてくれ

た人もいると思うんです。そのような

方々の気持ちもくんだらやはり出てきた

ものには審議をして使っていくべきでは

ないかと思います。ですから、私たち委

員は１７名いて、それぞれの団体からで

ています。だからみんなそれぞれの関係

するところで必要とするもの出してくれ

ばいいんです。一般の町民の方は予算が

いくら必要だとかなかなか書けないです

よ。役場にこのようなアイデアがあるけ

ど、どううだろうと持ってくるような、

そのようなコミニユケーションができれ

ば、これもっと明るくなると思うんです

よね。そういった意味では毎月広報の方

にありますというふうに出してもいいし、

そして募集も随時していますよと、どん

どんだしていいと思いますよ。ですから

これ当初は３百万、４百万集まってから

スタートする計画でしたけど前倒しとい

いますか、始めたわけですからこれを有

効に活用するという方向と大事に使いま

しょうという気持ちをくんでやることが

必要です。ですからＰＲしながら使いな

がら、そして何年かするといい方向にな

ってくると思います。今は、ふらふらし

ているかもしれませんけど。 

 

（委員長） 

○随時、次年度に向けて募集、ＰＲを行

い、そして委員会に事業があがってきた

段階で応援基金の発動か否かというもの

であれば、またここでじっくり審議しま

しょう。後、町長サイドで対応できるも

のは対応してもらいましょう。このこと

をもっと委員会で厳格に審査しましょう

ということです。町の方で特別にメニュ

ーを作る必要はなく、町民から吸い上げ

るような方法の努力をして下さいという

ことでいいでしょうか。応援基金につて

はこのようなまとめでよろしいでしょう

か。 

 

（はいの声あり） 

 

（委員長） 

○それでは、次に日程の６、情報提供に

ついて、事務局より説明願います。 

 

（事務局） 

○２７ページです。地方公共団体の財政

健全化に関する法律の概要ということで、

これは、国が本年の６月２４日公布した

新しい法律です。政令は未だ公布されて

いませんので、比率等の詳細は分かって

いませんが、現在分かっている範囲で説

明します。最初に１の健全化判断比率等
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の公表等とういことで、①から④まであ

ります。実質赤字比率とういうのは一般

会計で一定の赤字をだしたとき、５％だ

とか１０％だとか１５％だとか、そのよ

うな率になった時点で健全化団体になる

ということです。それから②の連結実質

赤字比率は役場の全会計一般会計、国保、

老人、介護、水道それら全部の赤字の合

計の比率も今度は見ますよということで

す。それから実質公債費比率ということ

で、将来実際に返していくお金の比率で

ございます。それで２に財政の早期健全

化ということで、これは今回国の方でも

夕張の財政再建団体の指導が遅れたこと

を反省にしまして早い段階で地方公共団

体の健全化に努めていこうということで

あります。それで２に財政健全化計画の

策定手続等とありますが、１で説明しま

した①の実質赤字比率が一定の率を超え

た段階で、町長が議会に財政健全化計画

書をつくりまして、それを議会に提案し

て、その議決を得なければならないとさ

れました。早めに、町の方できちんとし

た健全化計画書が義務付けられるという

ことです。それから、３の財政の再生の

財政再生計画、これは１の①の実質赤字

比率、②の連結実質赤字比率、③の実質

公債費比率の３つが先ほど説明したとお

り国で定める率を超えた段階で再建団体

にしますということです。ようするに２

段階の対応となったということです。今

までであれば、標準財政規模、福島町で

あれば約２０億円、この２０％を超える

と再建団体になるということひとつでし

た。新しい法律では前段にハードルの低

い率を超えたらまず、議会の承認を得て

健全化計画書を作ると、さらにそのハー

ドルを越えてしまったら国の管理下にお

かれる再建団体になるということです。

２本立てになるということです。２８ペ

ージの一番下に２の施行期日等というこ

とで書いていますけど、実際にこれらの

比率が使われるのは平成２０年度の決算

からとなります。以上で、情報提供の説

明を終わります。 

 

（委員長） 

○只今の情報提供につきましては、機会

あるごとに説明を受けていきたいと思い

ます。それでは、次に日程の７、次回の

会議日程について事務局お願いします。 

 

（事務局） 

○来年３月２４日の週を予定しています

ので、よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

○よろしいでしょうか。 

 

（はいの声あり） 

 

（委員長） 

○それでは今日の会議はこれで終わりま

す。皆さんお疲れ様でした。 

 

 

（閉会 午後 8 時２０分） 
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